
交通事故統計事務取扱要領の制定について（平成28年12月２日岩交通第60号）

最終改正：令和5年11月22日

○交通事故統計事務取扱要領の制定について

平成28年12月２日

岩交通第60号警察本部長

〔沿革〕 令和３年12月岩交通第82号、５年11月岩交企第542号改正

各部長

首席監察官

各所属長

みだしのことについて、別添のとおり「交通事故統計事務取扱要領」を制定し、平成29年１月１日か

ら施行することとしたので適正な運用に努められたい。

なお、岩手県交通事故統計事務取扱要綱の制定について（平成11年12月27日付け岩交企第316号）は廃

止する。

別添

交通事故統計事務取扱要領

第１ 目的

この要領は、岩手県警察交通情報統合システム（以下「交通統合システム」という。）を利用して行う

交通事故統計事務の取り扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第２ 職員の義務

１ 個人情報の保護等

職員は、「岩手県警察情報管理システム運用管理要綱の制定について」（平成23年５月24日付け岩情

第178号）及び「岩手県警察交通情報統合システム運用要綱の制定について」（平成28年11月11日付け

岩交通第56号、岩警務第59号）を遵守し、個人情報の保護を徹底するとともに、その取扱いには十分

留意すること。

２ 目的外利用の禁止

本業務を通じて知り得たことをみだりに他人に知らせ、若しくは交通事故統計事務以外に使用し、

又は、出力してはならない。

第３ 交通事故統計の対象

交通事故統計の対象は、道路交通法第２条第１項第１号に規定する道路上において、車両及び列車（以

下「車両等」という。）の交通によって起こされた人の死亡又は負傷を伴う事故（以下「交通事故」とい

う。）とする。

第４ 用語の定義

この要領における用語の意義は、次のとおりとする。

１ 交通事故関与者

交通事故に関与した第１当事者、第２当事者及び第３当事者以下の当事者をいう。

２ 第１当事者

最初に交通事故に関与した車両等の運転者又は歩行者のうち、当該交通事故における過失が重い者

をいい、また、過失が同程度の場合には人身損傷程度が軽い者をいう。

３ 第２当事者

最初に交通事故に関与した車両等の運転者、歩行者又は物件のうち、第１当事者以外のものをいう。

４ 第３当事者以下の当事者

交通事故に関与した第１当事者又は第２当事者以外の者のうち、死亡若しくは負傷した者又は直接

死亡事故に関与した者をいう。

５ 死亡

交通事故によって、交通事故の関与者が当該事故の発生から24時間以内に亡くなった場合をいう。



６ 重傷

交通事故によって、交通事故の関与者が負傷し、１か月（30日）以上の治療を要する場合をいう。

７ 軽傷

交通事故によって、交通事故の関与者が負傷し、１か月（30日）未満の治療を要する場合をいう。

８ 30日死亡

交通事故によって、交通事故の関与者が当該事故の発生から24時間経過後30日以内（交通事故発生

日を初日とする。）に亡くなった場合をいう。

第５ 交通事故統計原票

１ 意義

交通事故統計原票（以下「原票」という。）とは、効果的な交通事故防止対策等の基となる交通事故

統計を作成するための基礎資料である。

２ 原票の種類及び入力事項

原票の種類及びその入力事項は、交通事故統計事務取扱要綱の改正について（令和５年８月８日付

け警察庁丙交企発第63号、丙交指発第30号）において定められた様式１から様式５のほか、当県にお

いて交通事故統計事務を行うために必要と認める調査項目であり、次のとおりとする。

(1) 本票

交通事故の内容並びに第１当事者及び第２当事者に関する事項で別紙１に掲げる調査項目

(2) 交通事故事件検挙票

本票に入力した第１当事者及び第２当事者の刑事処分に関する事項で別紙２に掲げる調査項目。

(3) 補充票

本票に入力されない第３当事者以下の当事者のうち死傷した者等に関する事項で別紙３に掲げる

調査項目。

(4) 高速道路追加調査項目票

高速自動車国道及び道路交通法施行令第42条第１項により指定されている自動車専用道路（以下

「指定自動車専用道路」という。）における交通事故の発生地点、道路構造等に関する事項で別紙４

に掲げる調査項目。

(5) 30日死者集計票

本票及び補充票記載の交通事故関与者のうち、30日死亡の者に関する事項で別紙５に掲げる調査

項目

(6) 県単独追加調査項目票

(1)から(5)までの原票に記載されない交通事故の内容及び交通事故関与者に関する事項で別紙６

に掲げる調査項目

３ 原票の入力、登録

原票は、警察署及び高速道路交通警察隊（以下「警察署等」という。）に整備された岩手県警察情報

管理システムの端末装置から交通情報統合システムにデータを入力、登録することとし、次のとおり

行うこととする。

(1) 本票

交通事故の発生を認知したとき、交通事故１件につき１票を入力、登録する。

(2) 交通事故事件検挙票

本票を作成した交通事故について捜査を完結したとき、当該事故１件につき１票を入力、登録す

る。

(3) 補充票

１件の交通事故において、本票に記載されない第３当事者以下の当事者がいるとき、当該当事者

１人につき１票を入力、登録する。

(4) 高速道路追加調査項目票

高速自動車国道又は指定自動車専用道路における交通事故の発生を認知したとき、交通事故１件

につき１票を入力、登録する。



(5) 30日死者集計表

本票及び補充票に入力、登録された交通事故関与者のうち、30日死亡の当事者１人につき１票を

入力、登録する。

(6) 県単独調査項目票

交通事故及び交通事故関与者ごとに１票を入力、登録する。

第６ 原票の入力、登録者

原票の入力、登録は、当該交通事故の捜査にあたった警察官が行うものとする。ただし、警察署長及

び高速道路交通警察隊長（以下「署長等」という。）は、当該警察官が入力、登録することができないや

むを得ない事情があると認めたときは、その他の職員に行わせることができる。

第７ 原票の審査等

１ 原票審査責任者

署長等は、原票を適正に入力、登録するため、交通課長等（警部以上の階級にある警察官をいう。）

を原票審査責任者に指定するものとする。

２ 原票の審査

原票の審査は、警察署等の原票審査責任者、交通企画課交通事故分析係及び交通指導課事件指導係

が行うものとする。

第８ 原票の入力、登録期限

警察署等における原票の入力、登録期限は、次に定めるところによる。

１ 本票、補充票、高速道路追加調査項目票及び県単独調査項目票については、当該交通事故が死亡事故

であるときは、その発生を認知した日から起算して３日以内とする。また、死亡事故以外の交通事故であ

るときは５日以内とする。

２ 交通事故事件検挙票については別に指示する。

３ 30日死者集計票については、30日死亡の当事者を確認後、５日以内とする。

別紙１ 本票





別紙２ 交通事故事件検挙票



別紙３ 補充票



別紙４ 高速道路追加項目票



別紙５ 30日死者集計票



別紙６ 県単独調査項目票




